
上記事項につきましては、法令及び当社定款第16条第２項の規定に基づき、書面交

付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様

に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいた

します。

第13期定時株主総会の招集に際しての

電子提供措置事項

●　事業報告

・新株予約権等の状況

・業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運

用状況の概要

●　連結計算書類

・連結株主資本等変動計算書

・連結注記表

●　計算書類

・株主資本等変動計算書

・個別注記表

第13期
（2022年９月１日から2023年８月31日まで）

ウォンテッドリー株式会社



第 1 1 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2022年10月14日

新 株 予 約 権 の 数 156個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　　　　  15,600株
(新株予約権１個につき　　 100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権１個当たり 289,900円

権 利 行 使 期 間
2024年10月15日から
2032年10月14日まで

行 使 の 条 件 （注）１

役 員 の
保有状況

取 締 役
（監査等委員、社外取締役を除く）

新株予約権の数　　　　  127個
目的となる株式 　 　 12,700株
保有者数（注）２ 　　　　 1名

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 を 除 く ）

該当なし

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

該当なし

１．会社の現況

(1) 新株予約権等の状況

①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況

（注）１．新株予約権の行使の条件は以下の通りであります。

①　新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、使用人又は社外協

力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会決議により承認を得た場合はこの

限りでない。

②　新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。

③　新株予約権１個の分割行使はできない。

④　その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新

株予約権割当契約書に従う。

２．取締役１名が保有している新株予約権は、使用人として在籍中に付与されたものでありま

す。
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第 1 1 回 新 株 予 約 権 第 1 2 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2022年10月14日 2022年11月14日

新 株 予 約 権 の 数 156個 4個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　　 15,600株

(新株予約権１個につき100株)

普通株式　　　　　　400株

(新株予約権１個につき100株)

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに

払い込みは要しない

新株予約権と引換えに

払い込みは要しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり

289,900円

新株予約権１個当たり

297,200円

権 利 行 使 期 間
2024年10月15日から

2032年10月14日まで

2024年11月15日から

2032年11月14日まで

行 使 の 条 件 （注） （注）

使用人等への
交 付 状 況

当 社 使 用 人

新株予約権の数　　　156個

目的となる株式数 15,600株

交付者数　　　　　　　3名

新株予約権の数　　　　4個

目的となる株式数　　400株

交付者数　　　　　　　1名

子会社の役員
及 び 使 用 人

該当なし 該当なし

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

（注）新株予約権の行使の条件は以下の通りであります。

①　新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、使用人又は社外協力者

の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会決議により承認を得た場合はこの限りでな

い。

②　新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。

③　新株予約権１個の分割行使はできない。

④　その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予

約権割当契約書に従う。
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２．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

・取締役及び使用人は、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社

内規程等に則った職務執行を行う。

・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士

や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

・取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を

満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。

・監査等委員は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査

する。

・社内外の通報窓口につながるホットラインを備え、相談や通報の仕組み

（以下「内部通報制度」という。）を構築する。

・法令違反行為が発見された場合には、取締役会において迅速に情報を把

握するとともに、外部専門家と協力しながら適正に対応していく。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に

係る情報を含む重要文書（電磁的記録を含む）は、当該規程等の定める

ところに従い、適切に保存、管理する。

・個人情報適正管理規程その他の規程等を定め、情報資産の保護・管理を

行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管

理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理

に努める。

・災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え適切な体制を整備し、

不測の事態が発生した場合には、迅速かつ適切な対応を取り、事業に及

ぼす影響を最小限に抑えるよう努める。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・定款及び取締役会規程に基づき取締役会を運営し、月次で定時開催し、

又は必要に応じて随時開催する。

・取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率

的、機動的かつ迅速に業務を執行する。

・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規

程、職務分掌規程及び職務権限規程を制定する。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

・当社は、経営理念に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の構

築に努める。

・内部監査担当者は、内部監査規程に基づき、グループ全体に対して業務

の監査を行う。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監

査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に関

する指示の実効性に関する事項

・監査等委員会の職務は内部監査部門においてこれを補助する。

・内部監査担当者は、内部監査規程に基づき、内部監査の計画を立案及び

実施し、監査等委員と密な連携を保つとともに、定期的な報告を行う。

また、監査等委員の指示に基づき、必要に応じて特定事項の調査を行う

ことができる。

・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、

適切な人員配置を行う。

・補助使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員

会の指揮命令下で業務を行い、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）及び使用人からの指揮命令は受けない。

・補助使用人の任命・異動、人事評価及び懲戒等については、監査等委員

会の意見を尊重する。
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⑦ 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための

体制、及び当該報告者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受

けないことを確保するための体制

・当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用

人は、法令に定められた事項のほか、当社に重大な影響を及ぼすおそれ

のある事項、重要な会議体で決議された事項、内部通報制度、内部監査

の状況等について、遅滞なく監査等委員会に報告する。

・当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用

人は、監査等委員会の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告す

る。

・当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用

人が監査等委員会に報告を行ったことを理由とした不利益な取扱いを受

けないことを明示的に定める。

⑧ その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い又は支出した

費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、当社がその費用

等が監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除

き、これに応じる。

・監査等委員は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、取締役会

及び重要な会議への出席、関係資料の閲覧等を行うとともに、必要に応

じて当社及び当社子会社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行

う。

・監査等委員は、必要に応じて会計監査人と意見交換を行う。

・監査等委員は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門

家の助力を得ることができる。

・監査等委員は、定期的に内部監査担当者と意見交換を行い、連携の強化

を図る。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　上記に掲げた内部統制システムの施策及び規定に従って、具体的な取り組

みを行うとともに、内部統制システムの運用状況について重要な不備がない

かのモニタリングを常時行っております。併せて、コーポレート部門は当社

の各部門に対して、コンプライアンスへの理解を深め、健全な職務執行を行

う環境を整備するために、個人情報保護、インサイダー取引防止及び財務報

告に係る内部統制に関する教育及び研修を実施しております。
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(2022年９月１日から
2023年８月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 258,073 246,544 1,553,772 △417 2,057,971

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

46,170 46,170 92,340

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

995,161 995,161

自 己 株 式 の 取 得 △75 △75

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 46,170 46,170 995,161 △75 1,087,425

当 期 末 残 高 304,243 292,714 2,548,933 △493 3,145,397

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
為替換算調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 △1,501 △1,501 3,090 2,059,561

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

92,340

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

995,161

自 己 株 式 の 取 得 △75

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

3,608 3,608 2,238 5,847

当 期 変 動 額 合 計 3,608 3,608 2,238 1,093,273

当 期 末 残 高 2,106 2,106 5,329 3,152,834

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況

・連結子会社の数 １社

・主要な連結子会社の名称 Wantedly Singapore Pte. Ltd.

(2) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記

　該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等　移動平均法による原価法

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

　当社は定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構

築物は定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15年～18年

工具、器具及び備品 ３年～15年

③　重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。
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④　収益及び費用の計上基準

　当社グループは、ビジネスSNS「Wantedly」を運営しており、顧客との契約から生

じる収益は、基本プランの利用料金である「ストック収益」及びそれ以外の「フロ

ー収益」により認識しております。

　「ストック収益」については、契約に基づく顧客へのサービス提供が、一定の期

間にわたり継続的に履行義務を充足する取引であると判断しており、契約期間にわ

たり一定の役務提供がなされるため、顧客との契約におけるサービス提供期間にわ

たり契約に基づく取引価格を按分し収益を認識しております。

　「フロー収益」のうち、契約期間にわたり提供するオプション等については、契

約に基づく顧客へのサービス提供が、一定の期間にわたり継続的に履行義務を充足

する取引であると判断しており、契約期間にわたり一定の役務提供がなされるた

め、顧客との契約におけるサービス提供期間にわたり契約に基づく取引価格を按分

し収益を認識しております。また、サービスの提供または成果物の納品により履行

義務を充足する取引については、顧客との契約に基づく取引価格を一時点で収益を

認識しております。

⑤　その他連結計算書類の作成のための重要な事項

重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しており

ます。

２．会計方針の変更に関する注記

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年

６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から

適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算

定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしており

ます。

　これによる連結計算書類に与える影響はありません。
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　  有形固定資産の減価償却累計額 113,186千円

普通株式 9,497,600株

決議予定
株式の

種類
配当の原資 配当金の総額

１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2023年10月25日

取 締 役 会
普通株式 利益剰余金 189,947千円 20円 2023年8月31日 2023年11月７日

３．会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目で

あって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは

ありません。

４．連結貸借対照表に関する注記

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 剰余金の配当に関する事項

　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度

になるもの

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していない

ものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

　該当事項はありません。

６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社は、必要な資金は自己資金で賄っております。一時的な余資につきましては

普通預金で保有しております。

②　金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務であ

る未払金は流動性リスクに晒されております。また、敷金は、主にオフィスの賃借

に伴うものであり、取引先の信用リスクに晒されております。

　投資有価証券は非上場株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。
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連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1) 敷金（※） 137,815 134,447 △3,367

　　資産計 137,815 134,447 △3,367

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 3,701,033 － － －

売掛金 266,133 － － －

敷金 314 444 122,574 －

合計 3,967,480 444 122,574 －

③　金融商品に係るリスク管理体制

・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、営業債権についてコーポレート部門が取引先別に期日及び残高を管理す

るとともに、入金状況を各事業部門に随時連絡しております。これにより、各取引

先の財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管

理

　資金繰り計画を作成するなどの方法により、流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織りこんでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2023年８月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額320

千円）は、次表には含まれておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、

売掛金、未払金及び未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

ることから、注記を省略しております。

（※）「連結貸借対照表計上額」及び「時価」については、敷金の回収が 終的に見込め

ないと認められる部分の金額（資産除去債務の未償却残高）を控除しております。

（注）金銭債権の連結決算日後の償還予定額
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金 － 134,447 － 134,447

資産計 － 134,447 － 134,447

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場にお

いて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関す

る相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイン

プット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時

価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら

のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が も低

いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

　該当事項はありません。

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

敷金

　時価については、将来キャッシュ・フローを期末から返還までの見積り期間に基づ

き、国債の利回り等の適切な指標に基づいた利率で割り引いた現在価値により算定し

ており、レベル２の時価に分類しております。
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当連結会計年度

ストック収益 3,844,304千円

フロー収益 902,063千円

顧客との契約から生じる収益 4,746,368千円

その他の収益 －千円

外部顧客への営業収益 4,746,368千円

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 277,705千円

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 266,133千円

契約負債（期首残高） 551,092千円

契約負債（期末残高） 586,258千円

７．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループは、「ビジネスSNS事業」の単一セグメントであり、当社グループの営

業収益は基本プランの利用料金である「ストック収益」及びそれ以外の「フロー収

益」の２つの種類に分解して認識しております。

　主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(4) 会

計方針に関する事項　④　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①　契約資産及び契約負債の残高等

　契約負債は、主に顧客から契約期間分の対価を一括で受領すること等による前受

金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。

　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれて

いた額は、538,158千円であります。
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当連結会計年度

１年内 53,764千円

１年超 18,712千円

合計 72,476千円

(1) １株当たり純資産額 331円41銭

(2) １株当たり当期純利益 104円93銭

②　残存履行義務に配分した取引価格

　当連結会計年度末時点において、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収

益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。なお、当社及び連結子会

社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用

し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めており

ません。

８．１株当たり情報に関する注記

９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

10．その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2022年９月１日から
2023年８月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合計資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰
余金

当 期 首 残 高 258,073 151,573 94,971 246,544 1,552,270 1,552,270 △417 2,056,470

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

46,170 46,170 46,170 92,340

当 期 純 利 益 998,770 998,770 998,770

自 己 株 式 の 取 得 △75 △75

株主資本以外の項目の当期
変 動 額

当 期 変 動 額 合 計 46,170 46,170 - 46,170 998,770 998,770 △75 1,091,034

当 期 末 残 高 304,243 197,743 94,971 292,714 2,551,040 2,551,040 △493 3,147,504

新株予約権純資産合計

当 期 首 残 高 3,090 2,059,561

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

92,340

当 期 純 利 益 998,770

自 己 株 式 の 取 得 △75

株主資本以外の項目の当期
変 動 額

2,238 2,238

当 期 変 動 額 合 計 2,238 1,093,273

当 期 末 残 高 5,329 3,152,834

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

①　関係会社株式

移動平均法による原価法

②　その他有価証券

市場価格のない株式等　移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

　当社は定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物は

定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15年～18年

工具、器具及び備品 ３年～15年

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

　当社は、ビジネスSNS「Wantedly」を運営しており、顧客との契約から生じる収益

は、基本プランの利用料金である「ストック収益」及びそれ以外の「フロー収益」に

より認識しております。

　「ストック収益」については、契約に基づく顧客へのサービス提供が、一定の期間

にわたり継続的に履行義務を充足する取引であると判断しており、契約期間にわたり

一定の役務提供がなされるため、顧客との契約におけるサービス提供期間にわたり契

約に基づく取引価格を按分し収益を認識しております。

　「フロー収益」のうち、契約期間にわたり提供するオプション等については、契約

に基づく顧客へのサービス提供が、一定の期間にわたり継続的に履行義務を充足する

取引であると判断しており、契約期間にわたり一定の役務提供がなされるため、顧客

との契約におけるサービス提供期間にわたり契約に基づく取引価格を按分し収益を認

識しております。また、サービスの提供または成果物の納品により履行義務を充足す

る取引については、顧客との契約に基づく取引価格を一時点で収益を認識しておりま

す。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額

(2) 関係会社に対する短期金銭債権

113,186千円

12,686千円

関係会社との取引高

　　　営業取引以外の取引による取引高 11,285千円

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

２．会計方針の変更に関する注記

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年

６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用

し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会

計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしておりま

す。

　これによる計算書類に与える影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記

関係会社株式の評価

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

　関係会社株式　　　　49,144千円

　関係会社株式評価損　69,016千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　関係会社株式は、連結子会社であるWantedly Singapore Pte. Ltd.の株式です。

　関係会社株式については、取得原価をもって貸借対照表価額としています。関係

会社株式の評価は、実質価額を帳簿価額と比較し、実質価額の著しい低下の有無を

判定しております。実質価額が著しく低下した場合には相当の減損処理を行ってお

りますが、回復する見込があると認められる場合には減損処理を行わないことがあ

ります。

　当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性

があり、翌事業年度の計算書類において、重要な影響を与える可能性があります。

４．貸借対照表に関する注記

５．損益計算書に関する注記
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普通株式 217株

繰延税金資産

未払事業税 15,155千円

未払事業所税 1,026千円

貸倒引当金 2,567千円

貸倒損失否認 2,677千円

未払賞与 38,103千円

子会社株式 132,315千円

投資有価証券 4,801千円

敷金償却 4,585千円

繰延税金資産小計 201,234千円

評価性引当額 △146,100千円

繰延税金資産合計 55,133千円

種 類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との関係 取引内容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

子 会 社

Wantedly 
Singapore 
Pte. Ltd.

（所有）
直接　100.0％

当社サービスの海
外市場開拓及び販
売代理
役員の兼任　２名

増資の引受
（注）１

101,900 － －

経費の立替 1,400
その他流動

資産
1,400

業務受託料
（注）２

11,285
その他流動

資産
11,285

６．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

７．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

８．関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．増資の引受は、子会社が行った増資を引き受けたものであります。

２．業務受託料は市場価格を勘案してその都度交渉の上決定しております。
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種 類
会社等の名称
又は氏名

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との関係 取引内容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

役 員 川崎　禎紀 －
当社取締役
（注）１

新株予約権
の行使
（注）２

92,340 － －

(1) １株当たり純資産額 331円41銭

(2) １株当たり当期純利益 105円32銭

(2) 役員及び個人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．川崎禎紀氏は2022年11月25日開催の第12期定時株主総会終結の時をもって当社

取締役を退任しており、上記は在任期間中の取引を記載しております。

２．2015年11月26日開催の取締役会決議により付与されたストック・オプションの

うち、当事業年度における権利行使を記載しております。なお、「取引金額」

欄は、当事業年度におけるストック・オプションの権利行使による払込金額を

記載しております。

９．収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記　(4) 収益及び費用の計上基準」に

記載のとおりであります。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

12．その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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